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現行の消費生活協同組合における組合運営

員外
理事

・・・・・ ・・・・

理事長

理事 理事 理事

互選

③監事の意見
書を附した
事業報告書及

び決算関係書類
の提出［法］

総（代）会で選挙［法］

総（代）会

行政庁

理事会

監事監事理事

①事業報告書及び決算関係
書類の提出［法］

③監査報告書の提出
④財産状況及び業務
執行に関する不整
な点の報告［法］

③理事等の法令等違
反行為に関する報告

④財産状況及び
業務執行に関する
不整な点の報告［法］

②監査実施時等の意見
陳述権

②理事等の法令等違反
行為に関する報告②事業報告書及び決

算関係書類に関する
意見書［法］
①財産状況及び業務
執行状況の監査［法］
①事業報告徴収・調
査権

組合員 組合員 組合員 組合員 組合員

総（代）会で選挙［法］

組合員

生 協

④決算日から３月
以内に事業報告書
及び決算関係 書類

等を提出［法］

（注１）

（注１） 理事会及び理事長については、

法令上の規定はない。
（注２） ［法］は、法令上の記載事項である。

その他は模範定款例の記載事項である。
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【理事及び監事の選出】

○ 組合には役員として理事及び監事を置く（法第２７条
第１項）

○ 理事の定数は５人以上、監事の定数は２人以上 （法

第２７条第２項）
○ 役員は、定款の定めるところにより、組合員又は会員
たる法人の役員のうちから、選挙する（法第２８条第１項）

○ 特別の事由があるときには、理事の定数の１／５以
内に限り、員外の者から選挙することができる（法第
２８条第２項）

【決算】

① 理事は、通常総会の１週間前までに、事業報告書並び
に財産目録、貸借対照表、剰余金処分案及び損失処理
案（以下、「決算関係書類」と略）を監事に提出（法第４０
条第１項）

②・③ 理事は、事業報告書及び決算関係書類を通常総会

に提出するときは、監事の意見書を添附（法第４０条第３
項）

④ 組合は、決算日から３月以内に、事業報告書及び決算
関係書類等を行政庁に提出（省令第１１条）

【監事による監査】

① 組合の財産の状況を監査すること及び理事の業務執
行の状況を監査することは、監事の職務（法第３３条第
１号及び第２号）
② 監事は、監査を行ったとき及び必要があると認めると

きは、理事会に出席して意見を述べる（模範定款例第
３８条第３項）

③ 監事は監査を行ったときは、意見を付した監査報告書

を作成し、総会に報告（模範定款例第３８条第２項）
④ 財産の状況又は業務の執行につき不整の点があるこ
とを発見したときは、総会又は行政庁に報告（法第３３条
第３号）

【監事による調査】

① 監事はいつでも理事及び組合の職員に対し事業の報
告を求め、又は組合の業務及び財産の状況を調査する
ことができる（模範定款例第３９条第１項）

② 監事は、調査の結果、理事等が組合の目的の範囲内

でない行為その他法令、定款に違反する行為を行い、
又は行うおそれがあると認めるとき及び著しく不当な事
項があると認めるときは、理事会に報告（模範定款例第
３９条第２項）

③ 監事は、理事会へ報告したにもかかわらず、適切な

措置が採られないと認めるときは、総会に報告（模範
定款例第３９条第５項）

《通常の組合運営の流れ》

（注） 「法」 ： 消費生活協同組合法（昭和２３年法律第２００号）
「省令」 ： 消費生活協同組合財務処理規則（昭和２９年厚生省令第４８号）
「模範定款例」 ： 法第２６条第２項の規定に基づき厚生労働大臣が定めた模範定款例
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現行の消費生活協同組合における組合運営（業務執行に疑義がある場合の対応）

員外
理事

・・・・・ ・・・・

理事長

理事 理事 理事

互選

・総組合員の１／５
以上の同意によ
る臨時総会招集
請求〔法〕

総（代）会

行政庁

理事会

監事監事理事

・著しい損害を及ぼす
事実の報告義務

③監査報告
書の提出
④財産状況
及び 業務執

行に関する
不整な点の
報告［法］

・法令違反等における
報告徴収・検査〔法〕

・措置命令・業務停止
命令・解散命令〔法〕

②監査実施時等の意見陳述権

①財産状況及び
業務執行状況
の監査［法］

組合員 組合員 組合員 組合員 組合員組合員

生 協

・総組合員の１／１０以上の同意
による検査請求〔法〕

・総組合員の１／１０以上の同意
による総会決議等の取消請求〔法〕

（注１） 理事会及び理事長については、

法令上の規定はない。
（注２） ［法］は、法令上の記載事項である。

その他は模範定款例の記載事項である。

（注１）

・監事は理事・使用人
と兼職禁止〔法〕

・理事の自己契約の
理事会承認

④財産状況及び業務執行に関する
不整な点の報告［法］

・総組合員の３／１００
以上の同意による業務
等の調査請求

・総組合員の１／５
以上の請求による
役員解任請求〔法〕
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【組合員の権利】

○ 総組合員の１／５以上が、総会の招集を請求したときは、

理事は、２０日以内に、臨時総会を招集する（法第３５条第
２項）

○ 総組合員の１／５以上の請求により、任期中でも総会に

おいて、役員を解任することができる（法第４１条第１項）
○ 組合員の１／１０以上が、組合の業務又は会計が法令等
に違反する疑があることを理由として、検査請求したとき、
行政庁は検査をする（法第９４条第１項）

○ 組合員の１／１０以上が、総会の招集手続、議決の方法又
は選挙が法令等に違反することを理由として、その議決等の
日から１月以内に取消請求した場合、行政庁は、その違
反の事実があると認めるときは、その議決等を取り消すこと
ができる。（法第９６条第１項）

○ 組合員の３／１００以上が、監事に対し、組合の業務及び
財産の状況の調査を請求することができる。（模範定款例第
４１条第１項）

【行政庁による監督】

○ 行政庁は、組合に法令等を守らせるために必要があると

認めるとき等は、組合からその業務又は財産の状況に関し、
報告徴収が可能（法第９３条）

○ 行政庁は、組合に法令等を守らせるために必要があると

認めるとき等は、何時でも、その組合の業務又は会計の状
況を検査が可能（法第９４条第２項）

○ 行政庁は、検査を行った場合において、業務が法令等に

違反している等の場合には、組合に対し、期間を定めて、
必要な措置をとるよう命令が可能（法第９５条第１項）

○ 組合が措置命令に従わないときは、行政庁は、期間を定

めて、業務停止命令が可能（法第９５条第２項）
○ 組合基準を欠くに至った場合等で措置命令に従わないと

きは、行政庁は、組合に対し、解散命令が可能（法第９５条
第３項）

【監事による監査】（※通常の場合と同様）

① 組合の財産の状況を監査すること及び理事の業務執行の

状況を監査することは、監事の職務（法第３３条第１号及び
第２号）

② 監事は、監査を行ったとき及び必要があると認めるときは、

理事会に出席して意見を述べる（模範定款例第３８条第３項）
③ 監事は監査を行ったときは、意見を付した監査報告書を作

成し、総会に報告（模範定款例第３８条第２項）
④ 財産の状況又は業務の執行につき不整の点があることを

発見したときは、総会又は行政庁に報告（法第３３条第
３号）

【未然防止策】

○ 監事は、理事又は組合の使用人と兼職禁止（法第３１条）
○ 理事が、自己又は第三者のために組合の事業の部類に

属する取引を行うには、理事会において承認が必要（模範
定款例第３６条第１項）

○ 理事は、組合に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を

発見したときは、直ちに監事に報告が必要（模範定款例第
４０条）

《業務執行に疑義がある場合の組合運営》

（注） 「法」 ： 消費生活協同組合法（昭和２３年法律第２００号）
「模範定款例」 ： 法第２６条第２項の規定に基づき厚生労働大臣が定めた模範定款例
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機関の権限の強化、

機関相互間の

権限の明確化

生協の事業運営における健全性の確保

組織・運営規定の見直しについての考え方

○ 実態上模範定款例により既に採用されている制度の法令化

○ 生協が実施する事業の複雑化等に対応するため、各機関の責任の明確化や監
視機能の強化が必要 （事業協同組合など他の協同組合も近年ガバナンス強化
の動き）

生協に対する外部

監視機能等の強化

組合員の意思が反映

される運営の確保
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生協法 農協法 改正中協法 会社法

役員の欠格事由 × ○ ○ ○

役員の任期（総会終結時までの延長）
理事、監事共に最長
３年（×）

理事、監事共に最長３年（○）
理事は最長２年、監事は最長
４年（○）

取締役は原則２年、監査役は
４年以内の最終事業年度に係
る株主総会終結時（－）

役員の組合や第三者に対する責任 × ○
○（理事会決議による軽減も
可）

○（同左）

理事会、代表理事に関する規定の充実 × ○ ○ ○

理事の自己契約・利益相反規定に関する承認等 × ○ ○ ○

監事の選任等に関する監事の権限 × ○ ○ ○

監事による理事の不法行為差止請求 × ○ ○ ○

役員の選出方法（選任制度の導入等） × ○ ○（指名推薦制度もあり） ○

理事及び監事の報酬決定手続 × ○ ○ ○

組合員代表訴訟（総会決議取消の訴え等） × ○ ○ ○

員外理事枠の拡大 5分の1 3分の1 3分の1 上限なし

員外監事設置の義務付け等 ×
○（責任準備金50億円以上の共
済実施組合については1人以上）

○（組合員数1000人以上の組
合については1人以上）

○（監査役会設置会社につい
ては２分の１以上）

会計帳簿の作成・保存、閲覧 × ○（裁判所の提出命令あり）
○（少数組合員の閲覧請求権
あり）

○（少数株主の閲覧請求権あ
り）

決算関係書類と作成手続
○（財産目録含む。
損益計算書含まず）

○（財産目録は含まず。損益計算
書含む）

○（財産目録、損益計算書含
む）

○（財産目録は含まず。損益
計算書含む）

１．組合員以外の関与

２．組合外部の者等に対する透明性

組織・運営に関する主な規定の各法比較

Ⅰ　機関の権限の強化・機関相互の関係の明確化

Ⅲ　外部監視機能等の強化

Ⅱ　組合員の意思が反映される運営の確保

事項

１．役員

２．理事・理事会

３．監事
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＜個別の検討事項＞
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組織・運営規定の見直し項目の位置づけ

理事、理事会 監事

組合員、総（代）会

外部監視機能等
の強化

（組合員以外の関与・
組合外部の者に対す

る透明性）

行政庁の関与

機関の権限の強化、機関相互の権限の明確化

組合員意思の反映の確保

（例）
○理事の自己契約・利益相反取引に関する承認等
○理事会、代表理事に関する規定の充実
○監事の基本的な職務

（例）
○員外理事枠の拡大
○員外監事設置の義務付け等
○理事会議事録の作成、備付け・閲覧（例）

○総会の招集手続
○役員の選出方法（選任制度の導入等）
○組合員代表訴訟

○行政庁による解散命令
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Ⅰ 機関の権限の強化・
機関相互の関係の明確化
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〈 １．役員 〉
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Ⅰ－１－（１） 役員の欠格事由

・ 役員になることができない者として、①法人、②成年後見人等、③会社法等の規定に定める罪により刑に処せられ、
その執行を終わった日又は執行を受けないことになった日から２年を経過していない者、④③以外の罪により禁錮以上
の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けないことに至るまでの者が規定されている。
・ また、共済事業を行う組合の役員に関する欠格事由として、破産手続開始決定を受けて復権していない者が、追加的
に規定されている。

制度の概要制度の概要

生協の現状生協の現状

他制度の状況他制度の状況

農協法

中協法

役員となることができない者の資格を定める制度

法令上、役員の欠格事由に関する規定は存在しない。（使用人と兼ねることができないとの規定はある。）

他法を参考に、共済事業を行う組合の役員に関する追加的欠格事由を含め、生協の役員となることができない者について、
定めることとしてはどうか。

改正の方向性改正の方向性

・ 同上

会社法

・取締役について、①法人、②成年後見人等、③会社法等の規定に定める罪により刑に処せられ、その執行を終わった
日又は執行を受けないことになった日から２年を経過していない者、④③以外の罪により禁錮以上の刑に処せられ、そ
の執行を終わるまで又は執行を受けないことに至るまでの者が規定されている。
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Ⅰ－１－（２） 役員の任期

・ 役員の任期は、３年以内において定款で定めるとされている。ただし、定款によって、その任期を任期中の最終の事業

年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することができるとされている。
・ 定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が

就任するまで、なお役員としての権利義務を有するとされている。

制度の概要制度の概要

生協の現状生協の現状

他制度の状況他制度の状況

農協法

中協法

役員の任期を定める規定

・ 役員の任期は２年とされている。ただし、定款で３年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とするとされて
いる。

・ 理事の任期は、２年以内において定款で定める期間とされている。監事の任期は、４年以内において定款で定める期
間とされている。役員任期の伸長規定について、同上。
・ 役員欠員時の職務延長規定について、同上。

会社法

・ 取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとされ
ている。ただし、定款又は株主総会の決議によって、短縮できるとされている。監査役の任期は、選任後４年以内に終了す
る事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとされている。
・ 役員欠員時の職務延長規定について、同上。

改正の方向性改正の方向性

・ 理事については、その権限をより適切にチェックする観点から、その任期を、２年以内において定款で定める期間として
はどうか。また、監事については、その権限をより強化する観点から、その任期を、４年以内において定款で定める期間とし
てはどうか。
・ 役員任期の伸長規定についても、他法にならい、所要の整備をすることとしてはどうか。
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Ⅰ－１－（３） 役員の組合や第三者に対する責任

・ 組合と役員の関係は、委任関係であることが法律上に明記されている。また、組合の理事及び監事は、組合に対して
忠実義務を負うとの規定がある。
・ 役員は、任務懈怠の場合は、組合に対して損害賠償責任を負うとされており、この責任は、組合員全員の同意がなけ
れば免除することができない。ただし、役員が善意無重過失の場合は、総会の特別決議により賠償額を一部免除できる
とされている。
・ また、役員は、職務を行うについて悪意又は重過失があった場合には、第三者に対して損害賠償責任を負うこととさ
れている。

制度の概要制度の概要

生協の現状生協の現状

他制度の状況他制度の状況

農協法

中協法

生協の役員が組合や第三者に対して負う責任の内容等について定める制度

・ 組合と役員の関係は民法上の委任関係だと解されているが、法令上、明確な規定は存在しない。
・ 役員の組合や第三者に対する責任については、民法の規定が適用され、組合に対しては、委任契約に基づき、善良な
る管理者の注意義務をもってその任務を遂行する義務を負い、これに反した場合には、債務不履行上の責任を負う。また、
第三者に対しては、民法に基づく不法行為責任を負うこととなる。

農協法にならい、組合と役員の関係が委任関係であることを明確化し、それに基づく忠実義務や責任及びその免除の方
法について定めることとしてはどうか。また、組合が第三者に対して責任を負う場合についても、定めることとしてはどうか。

改正の方向性改正の方向性

・ 農協法と同様の制度に加えて、役員が善意無重過失の場合には、組合に対する責任を総会の特別決議ではなく、理
事会の決議により一部免除できる旨を定款で定めることができることとされている。また、員外理事等については、善意
無重過失の場合には、責任の範囲を一定額に限定する旨の契約を当該役員と締結できる旨を定款で定めることができ
るとされている。

会社法

・ 中協法と同様の規定が置かれている。

13



〈 ２．理事・理事会 〉

14



Ⅰ－２－（１） 理事会、代表理事に関する規定の充実

・ 組合はすべての理事で組織する理事会を置かなければならないとされ、理事会は組合の業務執行を決し、理事の職
務の執行を監督するとされている。また、理事会の招集権者、招集手続に関する規定が設けられている。
・ 理事会の決議により代表理事を定めなければならないなど代表理事に関する規定や、組合を代表する権限を有する
と認められる名称を付した理事の行った行為については、その者が代表権を有しない場合でも、組合は善意の第三者に
対してその責任を負うとする、いわゆる「表見代表理事」に関する規定が設けられている。

※ 農協法には、理事会のほか、経営管理委員会に関する規定が設けられている。

制度の概要制度の概要

生協の現状生協の現状

他制度の状況他制度の状況

農協法

中協法

組合の業務執行機関として理事会を設け、組合の業務に関する代表権を有する機関として代表理事をおくもの

法令上、理事会や代表理事に関する規定は存在しない。

他法にならい、理事会や代表理事に関する規定を整備することとしてはどうか。

改正の方向性改正の方向性

・ 同上
・ このほか、定款の定めるところにより、理事が理事会の決議の目的たる事項について提案した場合において、理事の
全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったもの
とみなすことができるとされている。

会社法
・代表取締役は、取締役の互選又は株主総会の決議で定めることができるとされている。
・その他、取締役会設置会社について、中協法と同様の規定が設けられている。
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Ⅰ－２－（２） 理事の自己契約・利益相反取引に関する承認等

・理事は、理事会の承認を受けた場合に限り、組合と契約することができることとされている。なお、これにより承認を要
するのは、①自己又は第三者のために取引をしようとする場合や②理事以外の者との間において組合と理事との利益
が相反する契約をする場合も含むと解されている。

制度の概要制度の概要

生協の現状生協の現状

他制度の状況他制度の状況

農協法

中協法

理事が①自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき、②理事以外の者との間において組合と当該理事との利
益が相反する取引をしようとするときは、理事会の承認を必要とする制度

法令上、理事と組合間の契約に関しては、監事が組合を代表する旨の規定が設けられているが、契約に際して、理事会
の承認が必要とする規定は存在しない。

理事の自己契約や利益相反取引が独断で行われ、組合が財産上の被害を被ることを防止するため、他法にならい、理事
が、①自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき、②組合が理事以外の者との間で行う、理事と組合との利
益が相反する取引をしようとするときは、理事会の承認を必要とする規定を整備することとしてはどうか。

改正の方向性改正の方向性

・①理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき、②理事以外の者との間において組合と当該理事と
の利益が相反する取引をしようとするときは、理事会において当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けな
ければならないものとされている。

会社法

・取締役について、同上
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〈 ３．監事 〉
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Ⅰ－３－（１） 監事の基本的な職務

・ 監事は、理事の職務の執行について監査し、監査報告を作成しなければならないとされている。また、理事や使用人
に対して事業の報告を求めたり、組合の業務や財産状況を調査することができるとされている。また、監事は、職務を行
うため必要があるときは、農協の子会社等に対して事業の報告を求め、又は、その業務や財産状況を調査することがで
きるとされている。
・ 監事は、理事が不正行為をしたり、そのおそれがあると認めるときや、法令や定款に違反し、また、著しく不当な事実
があると認めるときは、これを理事会に報告しなければならないとされている。

制度の概要制度の概要

生協の現状生協の現状

他制度の状況他制度の状況

農協法

中協法

監事が行うべき基本的な職務を定めるもの

・ 法令上、監事は、組合の財産状況及び理事の業務執行の状況を監査することとされており、これらに不整の点があるこ
とを発見したときは、これを総会又は所管行政庁に報告することとされている。
・ ただし、法令上、生協の子会社等に対する財産状況等の監査に関する規定はない。

他法にならい、監事が行うべき基本的な職務として、新たに監査報告の作成や、理事や生協の子会社等に対する業務の
状況の調査など、必要なものを規定してはどうか。また、その他に、理事が不正行為をした場合等一定の場合においては、
監事の理事会に対する報告を義務づけることとしてはどうか。

改正の方向性改正の方向性

・同上

会社法

・監査役について、同上
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Ⅰ－３－（２） 監事の選任等に関する監事の権限

・ 理事は、監事の選任議案を総会に提出するには、監事の同意を得なければならないとされている。また、監事は、理
事に対し、監事の選任を総会の目的とすること又は監事の選任に関する議案を総会に提出することを請求することがで
きる。
・ 監事は、総会において、監事の選任や解任、辞任について意見を述べることができるとされている。また、監事を辞任
した者は、辞任後最初に招集される総会に出席して、辞任した旨とその理由を述べることができるとされている。

制度の概要制度の概要

生協の現状生協の現状

他制度の状況他制度の状況

農協法

中協法

監事の選任等に関して、監事が関与する権限に関する制度

法令上、監事の選任議案に関する監事の同意や監事の選任等に関する監事の意見等の陳述に関する規定は存在しない。

監事の独立性を担保し、適切な監査が行われるようにするため、他法にならい、監事の選任議案に関する監事の同意、監
事の選任、解任、辞任に関する意見の陳述等に関する規定を設けることとしてはどうか。

改正の方向性改正の方向性

・同上

会社法

・監査役の選任等について、同上
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Ⅰ－３－（３） 監事による職務に係る費用等の請求

・監事が、その職務の執行について、
①費用の前払の請求
②支出費用及びその利息償還請求
③負担した債務の弁済請求

を行った場合、その費用等が、当該監事の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒否することが
できないとされている。

制度の概要制度の概要

生協の現状生協の現状

他制度の状況他制度の状況

農協法

中協法

監事がその職務の執行に係る費用を組合に請求できるとする制度

法令上、監事の職務執行に係る費用等の組合に対する請求に関する規定は存在しない。

監事の円滑な監査活動を確保するため、他法にならい、監事が、その職務執行に係る費用等を請求することができ、原則
として、組合はそれを拒否することができないとする規定を設けることとしてはどうか。

改正の方向性改正の方向性

・同上

会社法

・監査役について、同上
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Ⅰ－３－（４） 監事による総会提出議案の調査

・監事は、理事が総会に提出しようとする議案、書類等を調査しなければならないとされている。この場合、法令や定款
に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査結果を総会に報告しなければならないとされている。

制度の概要制度の概要

生協の現状生協の現状

他制度の状況他制度の状況

農協法

中協法

監事は、理事による総会提出議案を調査しなければならないとする制度

生協法上、理事が事業報告書や決算書類を通常総会に提出するときは、監事の意見書を添附しなければならないとさ
れているが、理事が総会に提出しようとする議案に対する監事の調査義務に関する規定等は存在しない。

他法にならい、監事による総会提出議案に関する調査義務について定める規定や、法令等に違反する場合の調査結果報
告義務について定める規定を設けることとしてはどうか。

改正の方向性改正の方向性

・同上

会社法

・監査役について、同上
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Ⅰ－３－（５） 監事の理事会に関する権限や義務

・ 理事が不正の行為をした場合やそのおそれがあると認めるとき、又は法令や定款に違反する事実や著しく不当な事
実があると認めるときに、理事会にその旨を報告しなければならないとされている。
・ また、監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならないとされている。その場合に
は、監事が理事会の招集請求を行うことができ、請求日から5日以内に、請求日から２週間以内を開催日とする招集通
知が発せられないときは、請求を行った監事は、理事会を招集することができるとされている。

制度の概要制度の概要

生協の現状生協の現状

他制度の状況他制度の状況

農協法

中協法

監事が理事会に出席すべきことや理事会の招集を請求する権利等について定める制度

法令上、監事の理事会に関する権限等に関する規定は存在しない。

他法にならい、理事の不正行為について理事会への報告義務や監事の理事会出席義務に関する規定等を設けることとし
てはどうか。

改正の方向性改正の方向性

・同上

会社法

・監査役について、同上
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Ⅰ－３－（６） 監事による理事の不法行為差止請求

・ 監事は、理事が法令や定款に違反する行為をした場合やそのおそれがある場合で、当該行為によって組合に著しい
損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対して、その行為をやめることを請求することができるとされている。

制度の概要制度の概要

生協の現状生協の現状

他制度の状況他制度の状況

農協法

中協法

理事が法令等に違反する行為をした場合などに、監事が当該行為を行うことを差し止めることができるとする制度

法令上、監事による理事の不法行為差止請求に関する規定は存在しない。

他法にならい、監事は、理事が法令や定款に違反する行為をした場合で、当該行為によって組合に著しい損害が生ずるお
それがあるときは、監事の職務権限の一環として、当該理事に対してその行為の差止請求をすることができるとしてはどう
か。

改正の方向性改正の方向性

・同上

会社法

・監査役の取締役に対する不法行為差止請求について、同上
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Ⅱ 組合員の意思が

反映される運営の確保
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Ⅱ－（１） 総会の招集手続

・ 総会の招集は、原則として理事（理事を欠く場合は監事が行う等の例外あり）が行うこととされており、招集に際して、
理事は、総会の日時及び場所、総会の目的事項等を、理事会の議決により定めなければならないとされている。
・ 総会の招集通知については、総会の１０日前までに発出することとされている。

制度の概要制度の概要

生協の現状生協の現状

他制度の状況他制度の状況

農協法

中協法

総会を招集する場合に定めるべき事項や招集通知の発出等総会の招集手続を定める制度

・総会の招集は、原則として理事（理事を欠く場合等は監事）が行うこととされているが、総会の日時及び場所など、総会招
集時に定めるべき事項については、特段規定されていない（ただし、会議の目的たる事項を示して招集することとされてい
る）。
・総会の招集通知については、総会の５日前までに発出することとされている。

会議の日時及び場所など、総会の招集を行う場合に定めるべき事項やそれらを決定する機関に関する規定を整備しては
どうか。また、組合員数の増加に伴う総会の大規模化、議決事項の複雑化に対応するため、招集通知の発出期限を総会
の５日前から１０日前までに延長してはどうか。

改正の方向性改正の方向性

・ 総会の招集は、原則として理事会が行うこととされているが（例外として、行政庁の許可を受けての総会招集請求組
合員による招集あり）、総会の招集を行う場合に、会議の目的である事項を示すこととする規定はあるものの、具体的に
招集に際して決定すべき事項に関する定めはない。
・ 総会の招集通知については、総会の１０日前までに発出することとされている。

会社法

・ 株主総会の招集は、原則として取締役（例外として、裁判所の許可を受けての株主総会招集請求株主による招集あ
り）が行うこととされており、招集に際して、取締役は、総会の日時及び場所、総会の目的事項等を、理事会の議決によ
り定めなければならないとされている。
・ 総会の招集通知については、原則として株主総会の２週間前までに発出することとされている。
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Ⅱ－（２） 総（代）会議決事項

・定款の変更等一定の事項について、総会の議決事項とされているが、借入金の最高限度額等については、総会の議
決事項とはされていない。また、共済規程の変更のうち軽微な事項については、定款により総会決議事項から除外でき
るとされている。
・組合の解散及び合併については、総代会でも議決することができるとされている。総代会で解散等決議がされた場合
には、全組合員に通知をすることが必要であり、一定数以上の組合員からの総会招集請求があった場合には、当該総
会での承認がなければ、当該合併等決議の効力は失われるとされている。

制度の概要制度の概要

生協の現状生協の現状

他制度の状況他制度の状況
農協法

中協法

・総会の議決事項については、同上。
・組合の解散及び合併については、総会の専決事項とされている。

総会や総代会で議決すべき事項について定める制度

定款の変更、規約の設定、変更等、組合の解散及び合併又は借入金の最高限度額等一定の事項については、総会の議
決を経なければならないとされており、総代会についても総会に関する規定が準用されるとされている。ただし、組合の解
散及び合併については、総代会において、議決することはできないとされている。

組合員数が一定以上の組合においては、総会開催が困難な場合も多く、解散及び合併を総会専決事項とすると支障が
あることから、組合の解散及び合併について、総代会での決議がされた場合の全組合員への通知や、一定数以上の組合
員からの総会招集請求があった場合の総会での承認に関する規定を設けた上で、総代会においても議決できることとして
はどうか。
また、他法の規定等も参考に、借入金の最高限度額については総会の議決を不要とするなど議決事項についての必要

な見直しを行うこととしてはどうか。

改正の方向性改正の方向性

会社法

・取締役会設置会社においては、定款の変更等会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることが
できるとされている。
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Ⅱ－（３） 総代会の設置基準

・５００人以上の組合員を有する組合は、定款の定めるところにより、総代会を設けることができるとされている。

制度の概要制度の概要

生協の現状生協の現状

他制度の状況他制度の状況

農協法

中協法

・２００人以上の組合員を有する組合は、定款の定めるところにより、総代会を設けることができるとされている。

組合員全員によって構成される総会に代わり設けられる、組合員を代表する総代から構成される機関である総代会を設ける
ことができるとされる組合員数の基準

１０００人以上の組合員を有する組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができるとされ
ている。

組合員数が一定の規模以上になった場合には、総会の開催が困難な場合も多いことから、定款の定めるところにより、総
代会を設けることが可能となる組合員数規模の基準を、１０００人から引き下げることとしてはどうか。

改正の方向性改正の方向性
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Ⅱ－（４） 役員の選出方法（選任制度の導入等）

・ 定款の定めるところにより、総会において選挙することとされている。選挙の方法については、無記名投票によること
等が定められている。
・ また、定款の定めるところにより、組合員が総会において選任することができるとされている。

制度の概要制度の概要

生協の現状生協の現状

他制度の状況他制度の状況

農協法

中協法

役員を総会の議決（多数決）によって選出するもので、あらかじめ一定の手続により選定した役員候補者を、一つの議案と
して総会に提出し、これに対する賛否を問う方法

法令上、定款の定めるところにより、選挙することとされており、その他の選出方法に関する規定は存在しない。

役員の選出方法については、現行どおり、選挙を原則とした上で、無記名投票によることなど必要な選挙に関する手続規
定を設けることとしてはどうか。また、組合の果たす機能の複雑化、高度化に伴い、役員に適材適所やチームワーク等が
これまで以上に求められるようになってきたこと等から、他法にならい、定款の定めるところにより、選任制度により、役員
を選出できることとしてはどうか。

改正の方向性改正の方向性

・ 同上
・ さらに、出席者内に異議がないときは、指名推薦（※）の方法によって、役員を選任することができるとされている。

※ 指名推薦：被指名人を当選人とすべきかどうかを総会に諮り、出席者全員の同意を得られた場合には、当選人とするもの

会社法
・役員は、株主総会の決議によって選任することとされている。
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Ⅱ－（５） 理事及び監事の報酬決定手続

・ 理事の報酬、賞与等については、定款に①額が確定しているものについてはその額、②額が確定していないものに
ついては具体的な算定方法、③金銭以外のものについては具体的な内容、を定めていないときは、総会決議によって定
めることとされている。また、総会に報酬に関する議案を提出した理事は、総会において、その議案を相当とする理由を
説明しなければならないとされている。
・ 監事の報酬、賞与等は、定款にその額を定めていないときは、総会の決議によって定めることとされている。また、監
事が２人以上いる場合で、各監査役の報酬について定款の定めや総会決議がないときは、その範囲内で、監事の協議
によって定めることとされている。また、監事は、総会において、報酬等について、意見を述べることができるとされている。

制度の概要制度の概要

生協の現状生協の現状

他制度の状況他制度の状況

農協法

中協法

理事及び監事の報酬の決定手続を定める制度

法令上、理事及び監事による報酬の決定手続に関する規定は存在しない。

他法にならい、お手盛り防止の観点や監事の独立性の確保の観点から、理事及び監事の報酬については、定款に定めが
ないときは、総会で決定することなど、その決定手続について規定を設けることとしてはどうか。

改正の方向性改正の方向性

・同上

会社法

・取締役及び監査役の報酬について、同上
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Ⅱ－（６） 組合員代表訴訟

・以下の組合員代表訴訟等について規定されている。

①理事の違法行為差止めの訴え ②役員、清算人の責任追及の訴え
③総会の決議取消の訴え ④総会決議事項無効確認・不存在確認の訴え
⑤出資一口金額減少無効の訴え ⑥設立無効の訴え
⑦合併無効の訴え

※②など、組合と理事との間の訴訟については、監事が組合を代表することと定められている。

制度の概要制度の概要

生協の現状生協の現状

他制度の状況他制度の状況

農協法

中協法

・同上

組合員が訴訟により不適正な運営の是正を求める権利を認める制度

法令上、役員の責任追及の訴え等、組合員代表訴訟に関する規定は存在しない。

組合員による適正な組織運営の確保を可能とするため、組合員代表訴訟について、他法にならい、規定を設けることとして
はどうか。

改正の方向性改正の方向性

会社法

・同上
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Ⅲ 外部監視

機能等の強化
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〈 １．組合員以外の関与 〉
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Ⅲ－１－（１） 員外理事枠の拡大

・理事の２／３以上は組合員又は組合員たる法人の役員から選出することが義務付けられている。
（１／３以内であれば員外理事も認められている） （理事の定数：５人以上）

制度の概要制度の概要

生協の現状生協の現状

他制度の状況他制度の状況

農協法

中協法

組合員又は会員たる法人の役員以外の理事（学識経験者等）を活用するための規定

・法令上、理事定数の１／５以内で員外理事（組合員又は会員たる法人の役員以外の理事）を選出することが認められて
いる。（理事の定数：５人以上）

・員外からも広く人材を登用することが望ましいことから、他法にならい、員外理事枠を現行の理事定数の１／５以内から
１／３以内に拡大してはどうか。

改正の方向性改正の方向性

会社法

・同上（ただし、理事の定数は３人以上）

・法律において、株式会社は、非公開株式会社である場合を除き、取締役が株主でなければならない旨を定款で定める
ことができない。

33



Ⅲ－１－（２） 員外監事設置の義務付け等

・監事について特段、組合員に限定する等の資格制限を設けていない。
・また、共済事業を行う農協のうち、事業年度開始時における責任準備金額が５０億円以上のものについては、監事のう
ち１名以上は、当該組合の組合員、組合員たる法人の役員、使用人以外の者であって、その就任前5年間、当該組合の

役員や使用人等でなかった者でなければならないことを義務付けている。
（監事の定数：２人以上）

制度の概要制度の概要

生協の現状生協の現状

他制度の状況他制度の状況

農協法

中協法

組合員又は会員たる法人の役員以外の監事（学識経験者等）を活用するための規定

・法令上、員外監事の設置を可能とする規定及び員外監事の設置を義務付ける規定はない。
（監事は、組合員又は会員たる法人の役員のうちから選出することとされており、定数は２人以上とされている。）

・他法にならい、組合の果たす機能の複雑化・高度化等に伴い、客観的・第三者的な立場から業務執行の是非について意
見を述べることが重要となってくることから、員外監事の選出を可能としてはどうか。また、組合員数が多数の場合、組合
員の自治意識が希薄化している場合があり、こうした組合員が監事を務めた場合、監事による監査が適切に機能しないこ
とも考えられ、また、その必要性は事業の種類によっても異なると考えられるため、組合員数が一定規模以上の組合で、
購買事業や共済事業等の実質的な事業を行う組合など一定の組合について、員外監事の設置を義務付けることとしては
どうか。

改正の方向性改正の方向性

会社法
・監査役会設置会社においては、監査役の半数以上は社外監査役でなければならない旨の規定がある。

・法律において、監事について特段の組合員に限定する等の資格制限を設けていない。
・また、組合員（連合会の場合は、会員たる組合の組合員）が１，０００人以上の組合（予定）については、監事のうち１名
以上は、当該組合の組合員、組合員たる法人の役員、使用人以外の者であって、その就任前5年間、当該組合の役員

や使用人等でなかった者でなければならないことを義務付けている。
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〈 ２．組合外部の者等に対する透明性 〉
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Ⅲ－２－（１） 総会議事録の作成、備付け・閲覧

・総会議事録の作成方法（電磁的記録を含む）、記載事項についての規定が存在する。
・また、総会議事録の備付け（主たる事務所は１０年間、従たる事務所へは写しを５年間、電磁的記録を含む）、組合員
及び組合の債権者の閲覧請求に関する法令上の規定が存在している。また、閲覧請求に対しては、「正当な理由がな
い場合は請求を拒むことができない」旨の規定が置かれている。

制度の概要制度の概要

生協の現状生協の現状

他制度の状況他制度の状況

農協法

中協法

組織の最高意思決定機関である総会における議事内容につき、議事録の作成方法や関係者への閲覧方法を定める規定

・法令上、総会議事録の作成義務や作成方法に関する規定はないものの、総会議事録の各事務所への備付け、組合員
及び組合の債権者の閲覧請求に関する規定は存在している。

・他法にならい、法令上、総会議事録の作成義務や作成方法について明確に定めるなど、総会議事録の作成、備付け・閲
覧について、必要な整備を行うこととしてはどうか。

改正の方向性改正の方向性

会社法

・同上

・株主総会の議事録について同上

・総会が開催された日時及び場所、総会の議事の経過の要領及びその結果、総会に出席した役員の氏名、など

※ 他法における総会議事録記載事項
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Ⅲ－２－（２） 理事会議事録の作成、備付け・閲覧

・理事会の議事については、議事録（電磁的記録を含む）を作成し、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名
押印（電磁的記録の場合は、それに代わる措置）しなければならないとされている。
・主たる事務所には理事会の日から１０年間（従たる事務所の場合は５年間）、議事録を備え置かなければならず、組合
員は、業務時間内はいつでも議事録の閲覧等の請求が可能とされている。一方、組合の債権者については、裁判所の
許可が必要とされている。

制度の概要制度の概要

生協の現状生協の現状

他制度の状況他制度の状況

農協法

中協法

理事会における議事内容につき、議事録の作成方法や関係者への閲覧方法を定める規定

法令上、理事会議事録の作成、備付け・閲覧に関する規定は存在しない。

他法にならい、理事会議事録の作成、備付け・閲覧に関する規定を整備することとしてはどうか。その際、組合の債権者に
ついても制限なく議事録の閲覧請求を認めることとしてはどうか。

改正の方向性改正の方向性

・議事録の作成、備付けについては、同上
・議事録の閲覧等の請求については、組合の債権者も組合員と同様に、業務時間内はいつでも請求可能となっている。

会社法

・取締役会設置会社について、農協法と同様の規定が設けられている。

・理事会が開催された日時及び場所、総会の議事の経過の要領及びその結果、理事会に出席した役員の氏名 など

※ 他法における理事会議事録記載事項
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Ⅲ－２－（３） 会計帳簿の作成・保存、閲覧

・適時に、正確な会計帳簿を作成する義務及び、会計帳簿閉鎖の時から１０年間の保存義務に関する規定がある。
・また、訴訟時における訴訟当事者に対する、裁判所による会計帳簿の提出命令に関する規定あり。

制度の概要制度の概要

生協の現状生協の現状

他制度の状況他制度の状況

農協法

中協法

組織の会計状況を適切に把握するための会計帳簿の作成保存義務、閲覧方法や記載内容を定める規定

・省令において、会計帳簿の作成が義務づけられているものの、その保存や閲覧に関する規定は、法令上、設けられていな
い。

・他法にならい、会計帳簿の作成義務・保存義務（１０年間）（電磁的記録を含む）に関する規定を設けてはどうか。また、
中協法等にならい、少数組合員による閲覧請求を可能としてはどうか。

改正の方向性改正の方向性

会社法

上記の作成・保存義務のほか
・総組合員の３／１００（共済事業実施組合は１／１０）以上の同意を得た場合の組合員の閲覧請求権に関する規定があ
る。その際、閲覧請求に対しては、「正当な理由がない場合は請求を拒むことができない」旨の規定が置かれている。
・訴訟時における訴訟当事者に対する、裁判所による会計帳簿の提出命令に関する規定なし。

・会計帳簿の作成・保存義務及び少数株主による閲覧請求につき同上。（ただし、閲覧請求を拒否できる理由は法律上、
限定列挙されている。）
・訴訟時における訴訟当事者に対する、裁判所による会計帳簿の提出命令に関する規定あり。
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Ⅲ－２－（４） 決算関係書類と作成手続

・理事は、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案、事業報告書及び付属明細書の作成義務を負う。
・本書類については、監事の監査や理事会の承認を受けなければならず、総会に当該書類を提出する必要がある。
・通常総会の日の２週間前から、主たる事務所においては５年間（従たる事務所においては３年間）の備付け義務及び
作成日から１０年間保存義務を負う。
・組合員及び組合の債権者は決算関係書類等の閲覧請求が可能であり、組合は「正当な理由がないのにこれを拒んで
はならない」こととされている。

制度の概要制度の概要

生協の現状生協の現状

他制度の状況他制度の状況

農協法

中協法

決算関係書類の関係者への閲覧方法や備えるべき書類の種類を定める規定

・理事は、通常総会の会日から１週間前間までに、決算関係書類（財産目録、貸借対照表及び剰余金処分案又は損失処
理案）、事業報告書を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えておかなければならないとされている。
・組合員及び組合の債権者は当該書類の閲覧請求をすることができるとされている。
・法令上、決算関係書類等の保存期間及び備置期間についての規定は存在しない。

・組合は、財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案及び事業報告書の作成義務を負う。
・その他については、ほぼ同上

・株式会社は、計算書類（貸借対照表、損益計算書）、事業報告書及び付属明細書の作成義務を負う。
・その他については、ほぼ同上

会社法

・他法にならい、理事が各事業年度ごとに作成しなければならない決算書類として、損益計算書や付属明細書を加えるな
ど、所要の整備を行うこととしてはどうか。
・また、他法にならい、決算関係書類等に関する備付け期間や保存期間について、規定を設けるなど、必要な整備を行うこ
ととしてはどうか。

改正の方向性改正の方向性
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Ⅲ－２－（５） 組合員名簿の作成、備付け・閲覧

・組合員名簿の作成義務及び記載事項について定められている。
・組合員名簿の主たる事務所への備付け（電磁的記録を含む）が義務づけられており、組合員及び組合の債権者は閲
覧又は謄写を求めることができる。また、「正当な理由がない場合は請求を拒むことはできない」こととされている。

制度の概要制度の概要

生協の現状生協の現状

他制度の状況他制度の状況

農協法

中協法

構成員である組合員の名簿の関係者への閲覧方法や記載内容を定める規定

・法令上、組合員名簿の主たる事務所への備付けが義務付けられており、組合員及び組合の債権者は閲覧を求めること
ができるとされている。

・組合員がその権利の行使（例：議決の取消し又は無効、理事の責任追及等の訴えの提起、不服の申出、検査の請求等）を
行う前提として必要であること等から、他法にならい、組合員名簿の作成義務及び記載事項について定めるなど、組合員名
簿の作成、備付け・閲覧について、必要な整備を行うこととしてはどうか。

改正の方向性改正の方向性

会社法

・同上

・株主名簿の作成義務、記載事項及び備付けについて同上。
・なお、閲覧請求については、株主及び債権者は請求の理由を明らかにした上で閲覧又は謄写を求めることができる。
とされており、法律上明記された理由に該当する場合を除き請求を拒むことはできないとされている。
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Ⅳ 行政庁の関与
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Ⅳ－（１） 行政庁による解散命令

制度の概要制度の概要

生協の現状生協の現状

行政庁による解散命令を規定する制度

・ ①組合基準を欠くに至った場合、②名義貸しを行った場合、③法律の規定に基づいて行うことができる事業以外の事
業を行った場合、④員外利用の規定に違反した場合、⑤正当な理由がなく１年以上その事業を休止し、又は正当な理
由がなく組合成立後１年以内に事業を開始しない場合であって、行政庁による検査を行った場合において、措置命令
を出したにもかかわらず、これに従わないときに限り、行政庁はその組合の解散を命ずることができるとされている。

行 政 庁

組 合

① 報告の徴収

法令、法令に基づいてす
る行政庁の処分、定款若
しくは規約を守らせるため
に必要があると認めるとき
は、組合からその業務又
は財産の状況に関し、報
告徴収が可能

② 検査

組合の業務又は
会計の状況を検
査することが可能

③ 措置命令

期間を定めて、必
要な措置を採るべ
き旨を命ずることが
できる

④ 解散命令

③の命令に従わ
ないときは、組合
の解散を命ずるこ
とができる

③の「措置命令」を出せるケース
・その業務又は会計が法令、法令に基いてする行政庁の処
分又は定款若しくは規約に違反している場合。

・正当な理由がなくて１年以上その事業を休止し、又は正当
な理由がなくてその成立後１年以内にその事業を開始し
ない場合。

・会計経理が著しく適正でない場合。

④の「解散命令」を出せるケース
※以下の生協法違反の場合に限られる。
・組合が組合基準を欠くに至った場合
（法第２条第１項各号）
・名義貸しを行った場合（法第３条第３項）

・組合が法律の規定に基づいて行うことができる事業
以外の事業を行った場合（法第１０条）

・員外利用の規定に違反した場合（法第１２条第３項）
・正当な理由がなく１年以上その事業を休止し、又は
正当が理由がなく組合成立後１年以内にその事業
を開始しない場合（法第９５条第１項第２号）
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・ ①行政庁が報告徴収又は検査を行った場合において、組合が法令に違反したと認められ、措置命令をしたにも

かかわらず、組合が当該命令に従わないとき、②組合が法律の規定に基づいて行うことができる事業以外の事業

を行ったとき、③正当な理由がないのに、組合成立の日から１年以内に事業を開始せず、又は１年以上事業を停止

したときは、行政庁はその組合の解散を命ずることができるとされている。

他制度の状況他制度の状況

農協法

中協法

協同組合は、自発的な発生、運営を尊重するべきであり、行政庁による解散の命令は、慎重に行わなければならない

が、法令に違反した場合において、行政庁が措置命令を出したにもかかわらず、これに従わないときは、違反の事由に

かかわらず、行政庁が解散命令を出せることとしてはどうか。

改正の方向性改正の方向性

・ ①行政庁が組合の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約等に違

反する疑いがあり、又は組合の運営が著しく不当である疑いがあると認め、報告徴収又は検査を行った場合におい

て、措置命令をしたにもかかわらす、組合が当該命令に違反したとき、②正当な理由がないのに、組合成立の日から

１年以内に事業を開始せず、又は引き続き１年以上その事業を停止していると認めるときは、行政庁はその組合

に対し解散を命ずることができるとされている。
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Ⅴ その他
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Ⅴ－（１） 連合会会員の出資一口の金額及び１会員の出資口数の限度

・ 出資一口の金額は、均一でなければならないとされており、定款の記載事項とされている。
・ 出資口数の限度はない。

制度の概要制度の概要

生協の現状生協の現状

他制度の状況他制度の状況

農協法

中協法

連合会会員の出資一口の金額及び１会員の出資口数を定めるもの

・ 連合会会員の出資一口金額は、通常負担できる程度とし、且つ、均一でなければならないとされている。
・ 出資一口の金額は、定款の記載事項とされている。
・ また、１会員の有することのできる出資口数の限度は、会員の総出資口数の４分の１（購買事業、利用事業、生活文
化事業及び共済事業のうちいずれかの事業（以下「経済事業」とする）を行う連合会は２分の１）を超えない範囲とされ
ている。

会員には原則として出資口数に関わらず議決権が付与されることから民主的な運営が可能である中で、経済事業を行う
連合会の経営基盤をさらに安定的なものにするため、経済事業を行う連合会については、会員の総出資口数の制限を撤
廃することとしてはどうか。

改正の方向性改正の方向性

・ 出資一口の金額は、均一でなければならないとされており、定款の記載事項とされている。
・ １会員の出資口数は、出資総口数の１００分の３５を超えてはならないとされている。（ただし、持分の全部を譲り渡す
他の会員から譲り受ける場合などは１００分の５０まで保有できる特例がある。）なお、会員数が３以下の場合には、
この規定は適用しないこととされている。
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